
国税庁は、昭和24（1949）年に大蔵省（現、財務省）の外局として設置されました。
国税庁の下には、全国に12の国税局（沖縄国税事務所を含みます。以下同じです。）と524の税務

署が設置されています。
また、その他に、税務職員の研修機関である税務大学校や、特別の機関として、納税者の不服申立

ての審査に当たる国税不服審判所があります。

国税庁の「使命」は、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。」とされています。
国税庁がその「使命」を果たすため、遂行すべき「任務」は、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の
実現」、「酒類業の健全な発達」及び「税理士業務の適正な運営の確保」を図ることとされています（財務
省設置法第19条）。
また、国税庁がその「使命」や「任務」を果たすため、どのような組織を目指して組織運営を行ってい
くべきかを示す「組織として目指す姿」や、個々の職員が日々の職務を行うに当たって重視すべき規範・
価値観を示す「行動規範」を取りまとめ、「国税庁の組織理念」として職員に示すとともに、公表していま
す。

国税庁

1 国税庁の組織理念
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使命
納税者の自発的な納税義務の履行を

適正かつ円滑に実現する。

 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現

 酒類業の健全な発達

 税理士業務の適正な運営の確保

任務

国税庁の組織理念

組織として
目指す姿

信頼で 国の財政 支える組織

 経済社会の変化に柔軟に対応し、納税者の利便性を向上させ、

絶えず進化し続ける組織。

 課税・徴収を効率化・高度化し、幅広い関係者と連携しながら、

厳正かつ的確に調査・滞納処分を行う組織。

 職員一人一人の多様性を尊重し、明るく風通しが良く、

チームワークで高いパフォーマンスを発揮する組織。

行動規範 使命感を胸に挑戦する 税のプロフェッショナル

 職務上知り得た秘密を守り、綱紀を保持します。

不正を断固として許さず、公正かつ誠実に職務を遂行します。

 参加意識とチャレンジ精神をもって、常に業務を見直し、

事務を効率化・高度化します。

 専門的な知識や技術の習得に努め、自らの能力を最大限に発揮します。
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税務行政が複雑・困難化する中で、国税庁が前述した使命と任務を的確に果たすためには、①幅広い
納税者に対する文書・電話等による行政指導等の簡易な接触や納税者サービスの充実等を通じた「適
正な申告等の確保」と、②特に悪質な納税者に対する厳正な調査や滞納処分を通じた「不適正な申告等
の是正」を、税務行政における２つの柱とし、デジタル技術を活用しつつ、納税者のコンプライアンス
リスク等を踏まえた効率的・効果的な事務運営を行うことが重要であると考えています。

このため、国税庁では、以下のような取組を行います。

2 税務行政の運営の考え方

⑴ 納税者サービスの充実
●･e-Tax（国税電子申告・納税システム）、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やキャッ

シュレス納付など、デジタル技術を活用した申告・納税手段の充実を推進します。
●･納税者が自ら正しい申告と納税が行えるよう、国税庁ホームページなどを通じて必要な情報を提供

します。
●･租税教育について、関係省庁や教育関係者、関係民間団体と連携し、その充実に向けた環境整備や支

援に取り組みます。
●･納税者が自己の経済活動についての税法上の取扱いを事前に予測することが可能となるよう、事前

照会や移転価格税制に関する事前確認に対応します。

⑵ 行政事務の効率化の推進と組織基盤の充実
●･厳しい行財政事情の下で国税庁の任務を適切に遂行するため、必要な機構・定員・予算の確保を図り、

適切に配分するとともに、国民の視点に立って行政の効率化・経費の節減に努めます。
●･事務処理のデジタル化など、事務の簡素化・効率化に向けた不断の見直しを行うとともに、納税者利

便の向上にも資するe-Taxの利用推進などに取り組みます。
●･行政文書・情報管理の徹底に取り組みます。
●･女性職員の採用・登用にも配意しつつ、経験や能力に応じた的確な人事配置を行い、必要とされる専

門知識の一層の向上が図られるよう、研修などの指導育成策の充実を図ります。

国税庁の取組

国税庁についてⅠ
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⑶ 適正・公平な課税・徴収及び納税者の権利救済
●･納税者の権利・利益の保護を図りつつ、悪質な納税者には厳正な態度で臨みます。
●･課税・滞納処分に当たっては、的確な事実認定と法令の適用を行います。
●･複雑化する経済取引等に対応するため情報収集体制の充実を図るとともに、資産運用の多様化や消

費税の不正還付申告への対応など、経済・社会の変化に応じた重点課題を設定し、組織的に取り組み
ます。

●･国際的な取引についても租税条約などに基づく外国税務当局との情報交換を行い、課税上問題があ
ると認められる租税回避行為などには厳正に対応します。

●･大企業の経営責任者等と意見交換を行い、税務に関するコーポレートガバナンスの充実を働き掛け
るなど、協力的手法の取組を通じて、自発的な適正申告の推進を図ります。

●･不服申立てについては、適正かつ迅速な処理を目指すとともに、より利用しやすい不服申立制度の
環境の整備を図ります。

⑷ 酒類行政の適正な運営
●･酒類業の事業所管官庁として、酒税の保全と酒類業の健全な発達を図るため、関係省庁・機関等と連

携・協調しつつ、消費者や酒類産業全体を展望した総合的な視点から、適切な法執行の確保と酒類業
の振興の強化（特に輸出促進）に取り組みます。

●･国際的な情報発信や国際交渉等を通じた海外需要の開拓、地理的表示（GI）の普及拡大等によるブラ
ンド化の推進、酒類製造業者等への技術支援や安全性の確保等に取り組みます。

●･酒類の公正な取引を確保するため、酒類業者に対して、取引状況等の実態調査を行い、「酒類の公正
な取引に関する基準」に則していない取引が認められた場合には、指示を行うなど厳正に対処します。

●･アルコール健康障害対策や資源リサイクルの推進といった社会的要請に応えるため、20歳未満の者
への酒類販売の禁止の周知の徹底や酒類容器のリサイクル等のための取組の周知・啓発を行います。

⑸ 税理士業務の適正な運営の確保
●･申告納税制度の適正かつ円滑な実現を図る上で、税理士の果たす役割は重要であることから、税理

士業務の改善進歩のための団体である税理士会との連絡協調に努めます。
●･税理士等による税理士法違反行為の未然防止に努めるとともに、税理士法に違反した税理士等や「ニ

セ税理士」に対しては、懲戒処分や告発を行うなど厳正に対処します。

⑹ 実績評価（政策評価）と税務行政の改善
●･国税庁が取り組むべき課題や取組方針、各種施策についての計画とその実施結果の評価・検証につ

いて、分かりやすくお知らせします。また、実施結果の評価・検証を踏まえ、税務行政の改善に取り
組みます。
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⑴ 国の収入と税
令和６(2024）年度の国の収入（一般会計歳入（当初予算））は年間112兆5,717億円です。そのうち
69兆6,080億円が租税及び印紙収入です。
また、所得税、法人税、消費税で税収の約８割を占めています。

⑵ 国税庁の予算
令和６(2024）年度の国税庁関係当初予算額は6,170億円で、人件費は5,381億円、一般経費は789
億円です。

3 国税組織の概要

租税及び印紙収入

  69.6兆円
  （61.8％）

特例公債
28.9兆円
（25.6％）

公債金
35.4兆円
（31.5％）

その他
7.5兆円
（6.7％）

建設公債
6.6兆円
（5.8％）

＜租税及び印紙収入の内訳＞

酒税 1.2 兆円（1.7％）
印紙収入 1.0 兆円（1.5％）
揮発油税 2.0 兆円（2.9％）
自動車重量税 0.4 兆円（0.6％）
たばこ税 0.9 兆円（1.4％）
関税 0.9 兆円（1.3％）
その他 1.0 兆円（1.4％）

消費税
23.8兆円
（34.2％）

法人税
17.0 兆円
（24.5％）

申告所得税
3.7兆円
（5.4％）

源泉所得税
14.2兆円
（20.3％）

相続税
3.3兆円
（4.7％）

合計
69.6兆円

合計
112.6兆円

■�国の収入（令和6（2024）年度一般会計歳入（当初予算））

※1･公債金は、公共事業費などを賄うために発行された建設公債と歳入の不足を埋め合わせるために発行された特例公債による収入であり、全てが将来返さ
なければならない借金です。

※2･各項目の合計金額と「合計」の金額は、端数処理のため一致していません。
※3･国の支出については、財務省ホームページ「日本の財政を考える」をご覧ください。

国税庁についてⅠ
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財務省

支部（12）・支所（7）

(地方支分部局)

（特別の機関）

税務行政を執行するための企
画・立案や税法解釈の統一を
行い、国税局・税務署を指導・
監督しています。（1,110人、
2.0%）

管内の税務署を指導・監督す
るほか、税務相談などの納税
者サービスの提供、大規模・広
域・困難事案の税務調査や滞
納処分などを行っています。
（16,744人、29.7％）

納税者との窓口であり、第一線で
国税事務を担う行政機関です。
（37,734人、66.9％）

税務署長などが行った国税に関する
法律に基づく処分についての審査請
求に対する裁決を行っています。
（464人、0.8％）

税務署（524）
国税局（12）

総務部

税務署の課税部門の指導・監督、大
口・悪質などの調査困難な納税者に
対する調査などを行っています。

課税部

税務署の管理運営部門、徴収部門の
指導・監督、大口滞納者の滞納処分
などを行っています。

徴収部

大規模法人などに対する調査を行っ
ています。

調査部

e-Tax及びKSKシステムなどの国税
庁の情報システムの開発などを行っ
ています。

情報システム部

悪質な脱税者に対して、刑事責任を
追及するための調査を行っています。

査察部新規採用者のほか、税務の第一線
で働いている職員に対して、社会の
変化に即応し得るよう、必要な研修
を行っています。（328人、0.6％）

（施設等機関）

税務大学校

国税不服審判所

（審議会等）

国税審議会（※3）

総務課

税務広報広聴官

申告書等の受付、納税証明書の発
行、現金の領収、税に関する一般的
な相談などの窓口対応のほか、申
告書等の入力、国税債権の管理、
還付手続などを行っています。

管理運営部門

所得税や個人事業者の消費税などに
ついての相談・調査を行っています。

個人課税部門

相続税、贈与税、土地建物や株式
などを譲渡したときの所得税など
についての相談・調査を行ってい
ます。また、相続税などの計算の
基準となる路線価などを決める
作業も行っています。

資産課税部門

法人税、地方法人税、法人の消費税及
び源泉所得税のほか、印紙税及び揮発
油税などの相談・調査を行っています。

法人課税部門

酒税などの相談・調査や酒類販売業免
許に関する事務などを行っています。

酒類指導官

納付の相談や滞納処分などを
行っています。

徴収部門

主税局 税制の企画・立案

［支部］ 札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、
 名古屋、大阪、広島、高松、福岡、
 熊本、沖縄　
［支所］ 新潟、長野、横浜、静岡、京都、
 神戸、岡山

札幌、仙台、関東信越、東京、金沢、名古屋、
大阪、広島、高松、福岡、熊本、沖縄

徴収部

調査査察部

（内部部局）

課税部

長官官房

国税庁

⑶ 国税庁の機構・定員
国税事務を行う組織として、国税庁の下に、全国12の国税局と524の税務署があります。また、国
税庁の令和６（2024）年度の定員は56,380人となっています。（※1、2）

※1　各部署の人数、％は、令和６(2024）年度の定員及び国税庁全体の定員に占める割合を示しています。
※2　税務署の定員37,734人には、障害者雇用の推進のための定員220人（0.4％）及び国家公務員の定年引上げに伴う新規採用への影響を緩和するための特例的な定

員措置による１年間の時限定員381人（0.7％）が含まれています。
※3　国税審議会では、①国税不服審判所長が国税庁長官通達と異なる法令解釈により裁決を行う場合等で、国税庁長官が国税不服審判所長の意見を相当と認めない場

合等における審議、②税理士試験の執行及び税理士等の懲戒処分等、③酒類の表示基準の制定などを審議しています。
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